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介護療養型老人保健施設いずみの 重要事項説明書 

介護保健施設サービス・短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 

 

令和 7年 6月１日改訂 

 

１． 事業者（法人）の概要 

・法人名     長野県厚生農業協同組合連合会 

・所在地     長野県長野市大字南長野北石堂町１１７７番地３ 

・電話番号    ０２６－２３６―２３０５ 

・代表者名    代表理事理事長 洞 和彦 

 

２． 事業所（利用施設）の概要 

・施設名     介護療養型老人保健施設 いずみの 

・開設年月日   平成２２年４月１日 

・事業所番号   ２０５０３８００５０ 

・所在地     長野県上田市小泉７２番地１ 

・電話番号    ０２６８―２６―６６００ 

・ＦＡＸ番号   ０２６８―２６―６６１５ 

・管理者氏名   施設長 宮坂  洋 

 

目的と運営方針 

  １）介護療養型老人保健施設いずみのは、施設サービス計画に基づいて、医学的管理の

下、看護、介護、リハビリテーションを提供し、その他必要な日常生活上の世話を

行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出

来るようにするとともに、居宅における生活への復帰を目指します。 

  ２）当施設では、利用者の行動を制限する場合は、利用者に対し事前に行動の制限の根

拠、内容、見込まれる時期について説明し、利用者家族に対しても事前、または事

後速やかに説明いたします。 

  ３）当施設は、地域の在宅サービス事業者、医療機関および関係市町村との密接な連携

を図るとともに、利用者が地域において総合的にサービスが受けることが出来るよ

うに努めます。 
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３．居室の概要 

居室・設備の種類 室数 備考 

個室 １２０室 洗面所付き 

合計 １２０室  

トイレ １２ヶ所 １０床につき２ヶ所 

食堂 ６室 ダイニングルーム（２０名用） 

浴室 ３室 特殊浴槽２台（２階、３階各１台） 

診療室・観察室 ２室 ２階、３階各一室 

言語療法室 ２室 １階に配置 

家族面談室 ２室 １階に配置 

調剤室・ＤＩ室 ２室 １階に配置 

調理室 １室 １階に配置 

理容室 １室 １階に配置 

※入所される居室は、ご契約者の心身の状況や居室の空き状況により決定致しま 

すので、ご希望に添えない場合があります。また、入所後に居室を移動してい 

ただくこともあります。ご了承いただきますようお願い致します。 

 

４．施設の職員体制 

  職種 員数 業務内容 

医師 １.２名以上 利用者の医学的管理 

薬剤師 ２名 薬剤業務全般 

看護職員    ２０名以上 利用者の看護、介護業務全般 

介護職員    ３０名以上 利用者の介護業務全般 

支援相談員     ２名 利用者、ご家族等の相談援助業務 

理学療法士     ３名 機能訓練全般 

作業療法士     ２.５名 機能訓練全般 

言語聴覚士     ２名 機能訓練全般 

管理栄養士     ２名 献立、栄養管理 

介護支援専門員     ２名以上 施設サービス計画作成等 

事務員     ３名 経理、会計業務全般 

調理員     ５名以上 調理業務 

その他    外部委託 清掃、寝具類 
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５．サービス内容 

① 居室の提供 

② 施設サービス計画の立案 

   この計画は、居宅における生活への復帰を目指し、利用者に関わるあらゆる職種の職

員の協議によって作成されます。 

③ 食事 

管理栄養士を配置し、利用者の年齢、心身の状況に応じた適切な食事の提供を行い

ます。また、利用者の栄養状態を把握し、医師、管理栄養士、看護師、言語聴覚士、

介護支援専門員等が共同して、利用者ごとの摂食機能を考慮した栄養ケア計画を作

成し、その計画に従い栄養管理（栄養ケアマネジメント）を行います。 

   食事時間は以下の通りとします。 

    朝 食： 午前 ８時００分～ 

    昼 食： 午後 １２時００分～ 

    夕 食： 午後 ６時００分～ 

    （おやつは、午後３時００分） 

   主食の種類 

    米飯、軟飯、全粥、分粥、重湯、ミキサー粥 

   副食の形態 

    軟菜、刻みとろみ食、ミキサー食、ミキサーとろみ食 

④ 入浴 

    入浴または清拭を週２回行います。 

⑤ 医学的管理・看護 

    当施設は、入院の必要のない程度の要介護者が対象となっておりますが、利用者の

状態に応じて適切な医療、看護を行います。また、定期検査を年に２回程度実施し

ます。 

⑥ 介護 

    施設サービス計画に基づいて実施します。 

⑦ リハビリテーション（機能訓練） 

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は、医師や看護師等と共同してリハビリテー

ション実施計画書を作成し、リハビリテーションを実施します。 

⑧ 栄養ケアマネジメント 

    利用者の栄養管理、栄養ケアマネジメント等の栄養状態の管理を行います。 

⑨ 相談援助サービス 

    支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に応じるとともに、市町村及び関連

諸機関等との連携を図ります。また、ボランティアの育成など幅広い活動に取り組

みます。 

⑩ 医療体制 

利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに協力医療機関に

連絡をとるなど必要な対策を講じます。 
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⑪ 終末期について 

利用者に老衰や急変が生じた際に、本人、家族の意向を確認し医師との話し合いの

もとに看取りを行います。 

６．利用料金 

【１】介護保健施設サービス費 

入所料金（介護保険制度では、要介護認定による要介護によって利用料が異なります。） 

 ○地域区分について 

    上田市は制度上の地域区分がその他（１単位１０円）となります。従って実際にお支 

払いいただく額は下記介護保健施設サービス費及び加算、特別療養費または短期入所

療養介護及び加算、特別療養費の合計額となります。 

○個室 1日あたりの介護保健施設サービス費（1割） 

要介護１        ７５８円 要介護４      １,０４１円 

要介護２        ８４３円 要介護５      １,１１７円 

要介護３        ９６０円  

 

○加算（1日または 1回につき） 

種  類 利用料 種  類 利用料 

初期加算（Ⅰ）   ６０円 初期加算（Ⅱ） ３０円 

短期集中リハ実施加算（Ⅰ） ２５８円 短期集中リハ実施加算（Ⅱ） ２００円 

認知症短期集中リハ加算（Ⅰ） ２４０円 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） ７.５％ 

認知症短期集中リハ加算（Ⅱ） １２０円 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） １０円 

認知症チームケア推進加算（Ⅰ） １５０円 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） ５円 

夜勤体制加算   ２４円 新興感染症等施設療養費 ２４０円 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 

（月額） 
１０円 再入所時栄養連携加算 ２００円 

外泊時費用 ３６２円 試行的退所時指導加算 ４００円 

訪問看護指示加算 ３００円 入退所前連携加算（Ⅰ） ６００円 

協力医療機関連携加算（１） １００円 入退所前連携加算（Ⅱ） ４００円 

ターミナルケア加算 
（31～45日前） 

８０円 サービス提供体制強化加算Ⅰ   ２２円 

ターミナルケア加算 
（4日以上 30日以内） 

１６０円 経口維持加算Ⅰ（月額） 

 

４００円 

ターミナルケア加算 
（死亡日前日及び前々日） 

８５０円 経口維持加算Ⅱ（月額） 
 

１００円 

ターミナルケア加算 
（死亡日） 

１,７００円 安全対策体制加算 ２０円 

経口移行加算  ２８円 口腔衛生管理加算（Ⅰ）（月額）   ９０円 

療養食加算（1食）     ６円 口腔衛生管理加算（Ⅱ）（月額） １１０円 

在宅復帰支援機能加算   １０円 緊急時治療管理加算 ５１８円   

所定疾患施設療養費Ⅰ  

 一月に 1回 7日限度 
２３９円 所定疾患施設療養費Ⅱ 

一月に１回 10日限度 

４８０円 

 



5 

 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画書情

報提供加算 Ⅱ（月額） 
３３円 認知症行動・心理症状 

緊急対応加算 

２００円 

排せつ支援加算（Ⅰ）（月額） １０円 排せつ支援加算（Ⅱ）（月額） １５円 

排せつ支援加算（Ⅲ）（月額） ２０円 療養体制維持特別加算Ⅰ   ２７円 

療養体制維持特別加算Ⅱ   ５７円 科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 

（月額） 
６０円 

科学的介護推進体制加算（Ⅰ） 

（月額） 
４０円 栄養マネジメント強化加算 １１円 

自立支援促進加算 

（月額） 

３００円 かかりつけ医連携薬剤調整加

算（Ⅰ）イ 
１４０円 

かかりつけ医連携薬剤調整加

算（Ⅰ）ロ 

７０円 かかりつけ医連携薬剤調整加

算（Ⅱ） 

２４０円 

かかりつけ医連携薬剤調整加

算（Ⅲ） 

１００円 退所時情報提供加算（Ⅱ） ２５０円 

退所時情報提供加算（Ⅰ） ５００円 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画書情報

提供加算 Ⅰ   

５３円 

外泊時に在宅サービスを利用

したときの費用 

８００円   

 

○特別療養費（1日または 1回につき） 

種  類 利用料 種  類 利用料 

感染対策指導管理   ６円 初期入所診療管理 ２５０円 

褥瘡対策指導管理   ６円 言語聴覚療法 １８０円 

重度療養管理 １２０円 ＳＴ配置に対する加算  ３５円 

薬剤管理指導 ３５０円 摂食機能療法 １８５円 

疼痛緩和の為の特別な薬  ５０円 リハビリテーション指導管理  １０円 

医学情報提供 ２５０円 重症皮膚潰瘍管理指導   １８円 

 

○介護保健施設サービス費及び加算、特別療養費は１割負担の場合の表記となります。 

介護保険負担割合証の利用者負担割合が２割記載の場合は、２割負担となります。 

 介護保険負担割合証の利用者負担割合が３割記載の場合は、３割負担となります。 
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○介護保健施設サービス食費の設定（1食あたり） 

朝食 ３８０円 昼食 ７３０円 夕食 ６４０円 １日計 １,７５０円 

 

【介護保健施設サービスの食費及び居住費】 

○食費（1日につき） 

第５段階 

・第 1段階～第４段階非該当の方（朝食 380円 昼食 730円 夕食 640円） 

 

１,７５０円 

第４段階（第３段階の②） 

・市町村民税世帯非課税者であって課税年金収入額と（※遺族年金・障害年金）

の収入額、その他の合計所得金額の合計金額が年額１２０万円を超えます。 

 

１,３６０円 

第３段階（第３段階の①） 

・市町村民税世帯非課税者であって課税年金収入額と（※遺族年金・障害年金）

の収入額、その他の合計所得金額の合計金額が年額８０万円を超え、１２０万

円以下です。  

 

  ６５０円 

第２段階 

・市町村民税世帯非課税であって課税年金収入額と（※遺族年金・障害年金）

の収入額、その他の合計所得金額の合計金額が年額８０万円以下です。 

 

  ３９０円 

第１段階 

・生活保護受給者／市町村民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者 

 

  ３００円 

※募婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含みます。 

 

○居住費（１日につき） 

第５段階 

・第 1段階～第４段階非該当の方 

 

１,７８２円 

第４段階（第３段階の②） 
・市町村民税世帯非課税者であって課税年金収入額と（※遺族年金・障害年金）

の収入額、その他の合計所得金額の合計金額が年額１２０万円を超えます。 

 

１,３７０円 

第３段階（第３段階の①） 
・市町村民税世帯非課税者であって課税年金収入額と（※遺族年金・障害年金）

の収入額、その他の合計所得金額の合計金額が年額８０万円を超え、１２０万

円以下です。  

 

１,３７０円 

第２段階 
・市町村民税世帯非課税であって課税年金収入額と（※遺族年金・障害年金）

の収入額、その他の合計所得金額の合計金額が年額８０万円以下です。 

 

  ５５０円 

第１段階 

・生活保護受給者／市町村民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者 

 

  ５５０円 

※募婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含みます。 
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○介護保険負担限度額認定証（第１段階～第４段階）について 

収入額条件 預貯金額条件 

年金収入等１２０万円超え 単身５００万円、夫婦１,５００万円 

年金収入等８０万円超え１２０万円以下 単身５５０万円、夫婦１,５５０万円 

年金収入等８０万円以下 単身６５０万円、夫婦１,６５０万円 

※公的年金等収入金額（非課税年金を含みます。）＋その他の合計所得金額 

 

第１段階～第４段階に該当する条件は、上記表をご確認ください。 

第２号被保険者は単身で１０００万円以下または夫婦の場合２０００万円以下の場合に 

限ります。また、該当には「介護保険負担限度額認定証」が必要になりますので、市町村

役場に申請をして下さい。発行されましたら、「介護保険負担限度額認定証」を事務窓口

へご提示下さい。該当する段階に応じて食費、居住費の負担額が軽減されます。 

 なお、高額介護サービス費は支援相談員までご相談下さい。 
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【２】短期入所療養介護費 

要支援１  ５８３円 要介護１  ７９０円 要介護４ １,０７１円 

要支援２  ７３０円 要介護２  ８７４円 要介護５ １,１５０円 

 要介護３  ９９２円  

 

○加算（1日または 1回につき） 

種  類 利用料 種  類 利用料 

緊急短期入所受入加算（予防は除く）  ９０円 個別リハ実施加算 ２４０円 

療養食加算（１日３回を限度）    ８円 送迎加算（片道） １８４円 

緊急時治療管理加算 ５１８円 サービス提供体制強化加算Ⅰ  ２２円 

夜勤職員配置加算  ２４円 療養体制維持特別加算Ⅰ  ２７円 

総合医学管理加算（利用中

10日限度）（予防） 

２７５円 療養体制維持特別加算Ⅱ  ５７円 

口腔連携強化加算（1月 1回） ５０円 認知症行動・心理症状緊急対応加算 ２００円 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） １０円 ※介護職員処遇改善加算（Ⅰ） ７.５％ 

 

○特別療養費（1日または 1回につき） 

種  類 利用料 種  類 利用料 

感染対策指導管理   ６円 重度療養管理 １２０円 

褥瘡対策指導管理   ６円 言語聴覚療法 １８０円 

疼痛緩和の為の特別な薬剤  ５０円 ＳＴ配置に対する加算  ３５円 

薬剤管理指導 ３５０円 摂食機能療法 １８５円 

医学情報提供 ２５０円 重症皮膚潰瘍管理指導 １８円 

※加算及び特別療養費につきましては、個々の状態や状況に応じて加算されます。 

介護保健施設サービス費及び加算、特別療養費は１割負担の場合の表記となります。 

介護保険負担割合証の利用者負担割合が２割記載の場合は、２割負担となります。 

介護保険負担割合証の利用者負担割合が３割記載の場合は、３割負担となります。 
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○短期入所療養介護食費の設定（1食あたり） 

朝食 ３８０円 昼食 ７３０円 夕食 ６４０円 １日計 １,７５０円 

 

【短期入所療養介護の食費及び居住費】 

○食費（1日につき） 

第５段階 

・第 1段階～第４段階非該当の方（朝食 380円 昼食 730円 夕食 640円） 

 

１,７５０円 

第４段階（第３段階の②） 
・市町村民税世帯非課税者であって課税年金収入額と（※遺族年金・障害年金）

の収入額、その他の合計所得金額の合計金額が年額１２０万円を超えます。 

 

１,３００円 

第３段階（第３段階の①） 

・市町村民税世帯非課税者であって課税年金収入額と（※遺族年金・障害年金）

の収入額、その他の合計所得金額の合計金額が年額８０万円を超え、１２０万

円以下です。  

 

１,０００円 

第２段階 

・市町村民税世帯非課税であって課税年金収入額と（※遺族年金・障害年金）

の収入額、その他の合計所得金額の合計金額が年額８０万円以下です。 

 

  ６００円 

第１段階 

・生活保護受給者／市町村民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者 

 

  ３００円 

※募婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含みます。 

 

○居住費（１日につき） 

第５段階 

・第 1段階～第４段階非該当の方 

 

１,７８２円 

第４段階（第３段階の②） 

・市町村民税世帯非課税者であって課税年金収入額と（※遺族年金・障害年金）

の収入額、その他の合計所得金額の合計金額が年額１２０万円を超えます。 

 

１,３７０円 

第３段階（第３段階の①） 

・市町村民税世帯非課税者であって課税年金収入額と（※遺族年金・障害年金）

の収入額、その他の合計所得金額の合計金額が年額８０万円を超え、１２０万

円以下です。  

 

１,３７０円 

第２段階 

・市町村民税世帯非課税であって課税年金収入額と（※遺族年金・障害年金）

の収入額、その他の合計所得金額の合計金額が年額８０万円以下です。 

 

  ５５０円 

第１段階 

・生活保護受給者／市町村民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者 

 

  ５５０円 

※募婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含みます。 
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○介護保険負担限度額認定証（第１段階～第４段階）について 

収入額条件 預貯金額条件 

年金収入等１２０万円超え 単身５００万円、夫婦１,５００万円 

年金収入等８０万円超え１２０万円以下 単身５５０万円、夫婦１,５５０万円 

年金収入等８０万円以下 単身６５０万円、夫婦１,６５０万円 

※公的年金等収入金額（非課税年金を含みます。）＋その他の合計所得金額 

第１段階～第４段階に該当する条件は、上記表をご確認ください。 

第２号被保険者は単身で１０００万円以下または夫婦の場合２０００万円以下の場合に 

限ります。また、該当には「介護保険負担限度額認定証」が必要になりますので、市町村

役場に申請をして下さい。発行されましたら、「介護保険負担限度額認定証」を事務窓口

へご提示下さい。該当する段階に応じて食費、居住費の負担額が軽減されます。 

 なお、高額介護サービス費は支援相談員までご相談下さい。 

 

７．その他の料金 

 ①個人使用物電気代（電気毛布、ラジカセ、冷蔵庫、パソコン等）１日５１円 

 ②環境整備費（居室内設備一式：TV、空気清浄器、エアコン、棚、机等）１日１０２円 

 ③診療情報提供書・診断書等 

 ④手工芸材料費等 

 

８．支払い方法 

 ①毎月、月初から月末締めで翌月の１０日過ぎに前月分の請求書を発行しますので、その

月の末日までにお支払いください。お支払いいただきますと領収書を発行させていただ

きます。なお、口座振替は手続きに１ヵ月以上お時間がかかる場合があります。 

 ②お支払い方法は、口座振替、銀行振込、現金、の３つの方法があります。入所契約時に

お選びください。（原則として口座振替でお願いします。） 

 

９．施設利用にあたっての留意事項 

 ①面会     午前９時～午後８時です。（土日、祭日含む）必ず事務室かスタッフス 

テーションに申し出て下さい。面会者カードも必ずご記載下さい。 

午後８時以降は施錠となります。但し感染症流行の状況によって面会を 

制限する等変更が生じる場合があります。 

         また、他利用者へのこころづくしはご遠慮下さい。 

 ②外出、外泊  必ず入所棟スタッフにお申し出下さい。 

         外泊は一月に 7泊（6日分）を限度とします。月をまたぐ場合は最大 

で連続 13泊（12日分）を上限とします。        

なお、一時的に自宅等に外泊された場合は、要介護状態区分に関わらず、 

1日につき 362円（外泊加算）または 800円（外泊時に在宅サービスを 

利用したときの費用）と居室料を請求致します。介護サービス費及び加 

算・特別療養費は算定致しません。(試行的退所時指導加算を除く) 

※短期入所療養介護利用の場合、外泊は行えません。 
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③飲酒            必ずスタッフに相談下さい。  

④喫煙            敷地内は禁煙となっております。 

⑤所持品、備品等の持ち込み   必ずスタッフに申し出て下さい。 

⑥私物管理について  利用者の私物（眼鏡・補聴器・義歯等）の取り扱いには十分に配 

慮しておりますが、利用者・家族による紛失・破損した場合の責 

任は負いかねます。なお、金銭及び貴重品の持ち込みはご遠慮い 

ただいております。やむを得ない場合は自己責任の下管理をして 

いただき、セーフティーボックスのご利用をお願いします。 

（セーフティーボックスキーを紛失された場合は、１,０００円 

  を徴収させていただきます。） 

           ※施設での金銭及び貴重品等の紛失、ご利用者間でのトラブルで 

生じた損害に対して当施設は一切の責任を負いかねます。 

 ⑦宗教活動等     利用者個人は制限しませんが、その他の者による施設内での 

「営利行為」「宗教の勧誘」「特定の政治活動」は禁止します。 

 ⑧ペットの持込み   禁止します。 

 ⑨その他       利用者の迷惑になる行為は禁止します。 

職員へのこころづくしは廃止運動として取り組んでいますので、 

ご協力をお願いいたします。 

 

１0．非常災害対策 

①事務責任者を防火管理者に充てます。 

②防火管理者は、職員に対して防火教育及び年２回の防災訓練を実施します。 

③業務継続計画（BCP）の研修や訓練を定期的（研修は年 1回、訓練は年２回）に実施 

します。 

 

１1．事故発生時の対応 

   施設サービスの提供にあたって、事故が発生した場合は速やかに市町村、利用者の家 

族または身元引受人及び代理人に連絡するとともに必要な措置を講じます。 

 

１2．損害賠償について 

   施設内において器物破損をした場合、当該金額相当を弁償していただく事があります。 

 

１3．秘密の保持 

  ①従業者は、就職中並びに退職後において、正当な理由なく業務上知り得た利用者また 

は家族の秘密を漏らしてはならないものとします。 

  ②サービス担当者会議等にて、利用者及び家族の個人情報を用いる場合は、文書による

同意書を得ておかなければならないものとします。 

 

１4．持参薬について 

    入所時にお預かりした薬は使用させていただきますが、施設医の指示による変更及び

中止となり不要になった際は当施設が廃棄させていただきます。 
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１5．サービス内容に関する苦情等相談窓口 

   当施設に関するご相談、苦情を承ります。承りましたご相談等は運営委員会にて検討、

改善いたします。 

①施設内窓口  

支援相談員   髙橋 秀嗣・岩崎 なほみ 

   ご利用時間   ８時３０分～１７時００分（月曜日～金曜日） 

   ご利用方法   電話   ０２６８―２６―６６００ 

           面接   事務室窓口 

           ご意見箱  各階設置 

  ②その他の苦情相談窓口 

   各市町村 介護保険担当課 

（上田市 ０２６８―２３―５１４０） 

（丸子地区 ０２６８―４２―００１５） 

（真田地区 ０２６８―７２―２９９８） 

（青木村 ０２６８―４９―０１１１） 

（坂城町 ０２６８―８２―３１１１） 

   国民健康保険団体連合会 介護保険課 

（０２６―２３８―１５５５） 

 

１6．協力医療機関、歯科医療機関 

○鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院 

    〒３８６－０３９６ 上田市鹿教湯温泉１３０８  ＴＥＬ：０２６８－４４－２１１１ 

 

１7．他科受診について 

 ①介護老人保健施設に入所されている方について、日常的な診察・投薬などの医療

に関しては、原則として施設が担当することになっています。 

疾患に対する治療費も、一部（軽い肺炎、尿路感染症などの所定疾患）を除き施設

サービス費に含まれており、医療保険が利用できないことになっています。 

以上の理由で、一部の例外(悪性腫瘍や肝炎治療など)を除き、入所期間中は他の医

療機関への通院、処方薬をもらうことができないことになっています。 

病状が施設で対応できず、医師が、受診が必要と認めた場合は、医療機関へ受診を

していただきますが、その場合は施設からご家族に受診依頼をさせていただきます。

②受診の際の送迎はご家族対応となります。 

③紹介された受診科以外の受診はできません。 

※白内障手術、加齢黄斑変性の注射、骨粗鬆症の注射、腎性貧血注射での受診はでき

ません。 

④入所中の方が入院された場合は、施設は退所となり医療保険が使用可能となります。 

⑤受診時の外食(水分補給は除く)や自宅等への外出は禁止させていただきます。 

⑥歯科診療は鹿教湯病院より往診で対応しています。 
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介護療養型老人保健施設いずみの契約書 

 

（短期入所療養介護含む） 

 
（契約の目的） 

第１条 介護療養型老人保健施設いずみの（以下「当施設」という。）は、要支援、要介護

状態と認定された利用者に対して介護保険法令の趣旨に従い、利用者がその有する

能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るようにすると共に、利用者の居宅

における生活への復帰を目指した施設サービスを提供し、一方利用者及び利用者を

扶養するもの（以下「契約者代理人」という）は、当施設に対し、そのサービスに

対する料金を支払うことを目的とします。 

（契約期間） 

第２条 この契約は、利用者が利用契約書を当施設に提出したときから効力を有します。た

だし、契約者代理人に変更があった場合は、新たに契約書を得ることとします。 

    利用者は、前項に定める事項のほか、初回利用時の契約書をもって、利用者及び契

約者代理人から更新の拒絶の意思表示がない場合は、この契約は同一の内容で自動

更新されるものとします。また、繰り返し当施設を利用することが出来るものとし

ます。 

（利用者からの解約） 

第３条 利用者及び契約者代理人は、当施設に対し、原則 3日以上の予告期間をもって文書

により退所の意向を表明することにより、本契約に基づく入所利用を解約すること

ができます。 

（当施設からの解約） 

第４条 当施設は、利用者および契約者代理人に対し、次に揚げる場合には、本契約に基づ

く入所利用を解除、終了することができます。 

① 当施設において、定期的に実施される会議において退所して在宅生活が出来ると

判断された場合。 

② 利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な施設サービスが提

供できないと判断された場合。 

③ 利用者及び契約者代理人が、本契約に定める利用料金を２ヶ月以上滞納し、その

支払いを督促後、３０日以内に支払われない場合。 

④ 利用者または契約者代理人が施設や当施設の職員に対して、この契約を継続しが

たいほどの背信行為を行った場合。 

⑤ 天災、災害などの理由により、施設設備の故障その他やむを得ない理由により、

当施設における適切な施設サービスの提供が困難となった場合。 

⑥ 利用者が要介護状態において非該当となったとき。入所に関しては要支援となっ

たとき。 

⑦ 利用者が死亡したとき。 
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（利用料金） 

第５条①利用者及び契約者代理人は、連帯して当施設に対して、本契約に基づく老人保健施

設サービスの対価として、利用単位ごとの料金をもとに計算された月ごとの合計額

及び利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計額を支払

う義務があります。 

   ②毎月、１０日過ぎに前月分の請求書を発行しますので、その月の末日までにお支払

い下さい。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。お支払い方法は、現

金、口座振込、口座引落、の３つの方法があります。入所契約時にお選び下さい。 

（サービス提供記録） 

第６条①当施設は、利用者の施設サービスの提供に関する記録を作成し、その記録を利用終

了後５年間は保管します。 

   ②当施設は、当該利用者に関する第１項のサービス提供記録の複写物の交付を受ける

ことができます。ただし、利用者の代理人等に対しては、利用者の承諾その他必要

と認められる場合に限り、これに応じます。また、この際の複写は実費とさせてい

ただきます。 

（身体の拘束） 

第７条 当施設は、原則として利用者に対して身体拘束はいたしません。ただし、自傷他害

の恐れがある等緊急やむを得ない場合は、施設長が判断し身体拘束その他利用者の

行動を制限することがあります。この場合には、当施設の医師がその様態及び時間、

利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記載することとします。 

（秘密の保持） 

第８条 当施設の職員は、業務上知り得た利用者または、利用者代理人若しくはその家族等

に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。ただし、次の各号につい

ての情報提供については、当施設は利用者及び契約者代理人から予め同意を得た上

で行うこととします。 

① 介護保険サービスの利用のための市町村居宅介護支援事業者及び介護保険サービ

ス事業者への情報提供、あるいは、適切な在宅療養のための医療機関等への療養

情報の提供。 

② 介護保険サービスの質の向上のための学会、研究会等の事例研究発表等。なお、

この場合、利用者本人を特定できないように配慮することを厳守します。 

③ 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取り扱いとします。 

（緊急時の対応） 

第９条 当施設は、利用者に対し施設医師の医学的判断により、対診が必要と認める場合、

協力医療機関または協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。 

① 当施設は、利用者に対し施設サービスでの対応が困難な状態、または、専門的な

対応が必要と判断した場合、他の専門機関を紹介します。 

 

（要望または苦情の申出） 

第１０条 利用者及び契約者代理人は、当施設の提供する施設サービスに対しての要望また

は苦情等につきましては、担当支援相談員または施設長に申し出ることが出来ます。 
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（反社会的勢力等の排除） 

第１１条①利用者は事業者に、反社会的勢力等に該当せず将来にわたっても該当しないこと 

を表明・確約します。 

     ②本契約締結後に、利用者が前項に違反又は虚偽の申告をしたと判明した場合には、 

事業者は無催告で契約を解除することができるものとし、利用者はこれにより生 

じた損害を負います。 

(連帯保証人) 

第１２条①連帯保証人は、利用者と連携して本契約から生じる利用者の債務を負担するもの 

とする。 

   ②前項の連帯保証人の負担は、極度額 500,000円を限度とする。 

    ③連帯保証人が負担する債務の元本は、利用者又は連帯保証人が死亡したときに確 

定するものとする。 

④連帯保証人の請求があったときは、事業者は連帯保証人に対し停滞なく、利用料 

等の支払状況や滞納金の額、損害賠償の額など利用者全ての債務の額等に関する

情報を提供しなければならない。 

（賠償責任） 

第１３条 施設サービスの提供にともなって、賠償責任を定めます。 

①当施設の責務に帰すべき事由により利用者の生命、身体、財産に損害を及ぼした

場合には、その損害を賠償します。 

②利用者の責に帰すべき事由により、当施設が損害を被った場合、利用者及び契約

者代理人は連帯して、当施設に対してその損害を賠償するものとします。 

（裁判管轄） 

第１４条 利用者と当施設は、本契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者の住所

地を管轄する裁判所を第一管轄裁判所とすることを予め合意します。 

（本契約に定めのない事項） 

第１５条 この契約に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところ

により、利用者及び契約者代理人と当施設が誠意をもって協議することとします。 
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ご利用者及びご家族 様 

 

                     長野県厚生農業協同組合連合会 

                     鹿教湯三才山リハビリテーションセンター 

                     介護療養型老人保健施設 いずみの 

                     施設長   宮坂  洋 

 

個人情報の取り扱いについて 

 

 当施設では、円滑かつ安全な介護を提供する為に利用者の個人情報を以下のように使用さ

せていただきます。つきましては、各事項について個人情報提供の同意の有無を□にレ点で

ご記入をお願いします。同意いただけない事項につきましては、支援相談員が相談の上対応

させていただきます。 

 

 

 

１．居室等への名前の掲示について 

     安全な介護を提供する為、入所者のお名前を居室の入り口に掲示させていただくこと

について 

□ 掲示してよい 

□ 掲示しない（希望等：                       ）      

 

 

２．施設内での写真の掲示について 

 □掲示してよい 

 □掲示しない 

 

３．サービス担当者会議、カンファレンス、指導等の開催時におけるテレビ電話装置等の 

活用について 

 □同意する 

 □同意しない（希望等：                        ） 
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利用者の個人情報の保護について 

 

 当施設では、利用者に安心、安全に入所していただくために、利用者の個人情報の取り扱

いにも、万全の体制で取り組んでいます。 

 

個人情報の利用目的について 

 当施設では、利用者の個人情報を別記の目的で利用させていただくことがございます。こ

れら以外の目的で利用させていただく必要が生じた場合には、改めて利用者から同意を頂く

ことにしております。 

 

 

個人情報の開示、訂正、利用停止について 

 当施設では、利用者の個人情報の開示、訂正、利用停止につきましても、「個人情報の保

護に関する法律」の規定に従って進めております。 

 

入所でのお名前の呼び出し及び表示について 

 当施設では、安全確保（利用者の間違い防止等）を第一とし、お名前による呼び出し及び

表示をしております。 

 

 

 

ご不明な点につきましては、事務所窓口までお気軽にお尋ね下さい。 
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当施設における利用者の個人情報の利用目的 

１．施設内での利用 

  ①利用者に提供する介護・医療サービス 

  ②介護保険請求事務 

③入所退所等の管理 

④会計・経理 

⑤介護事故等の報告 

⑥利用者への介護サービスの向上 

⑦施設内介護実習への協力 

⑧介護の質の向上を目的とした施設内症例研究 

⑨その他、入所者に係わる管理運営業務 

 

 

２．施設外への情報提供としての利用 

  ①他の医療機関、施設、介護保険サービス事業者等との連携 

  ②他の医療機関、施設、介護保険サービス事業者等からの照会への回答 

  ③利用者への診療の為、外部の医師等からの意見・助言を求める場合 

  ④検体検査等の業務委託 

  ⑤ご家族等への状態説明 

  ⑥審査支払機関へのレセプトの提供 

  ⑦審査支払機関または保険者からの照会への回答 

  ⑧その他、利用者への介護保険事務に関する利用 

 

３．その他の利用 

  ①介護サービスや業務の維持・改善の為の基礎資料 

  ②外部監査機関への情報提供 

  ③各種団体による視察・見学への協力 

 

 

 

 上記のうち、他の医療機関、施設等への情報提供について同意しがたい事項がある場合に

は、その旨を支援相談員までお申し出下さい。申し出が無いものについては、同意してい

ただけたものとして、取り扱わせていただきます。尚、こちらのお申し出は、後からいつ

でも撤回、変更等をすることが出来ます。 
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     令和  年  月  日 

 

介護療養型老人保健施設いずみのの利用開始にあたり、利用者、家族に対し本書面に基づ

いて重要事項・個人情報使用目的・契約書を説明しました。 

 

 

         説明者氏名:                    

 

 

以上、重要事項説明書・個人情報の使用同意・契約を証するため、本書 2通を作成し、 

利用者、事業者が署名捺印の上 1通ずつ保有します。 

 

契約締結日：     令和  年   月   日 

 

事業者 

   事業者名： 介護療養型老人保健施設いずみの 

        （介護保険事業者番号 ２０５０３８００５０） 

   所在地 ： 上田市小泉７２番地 1 

   管理者名： 宮坂  洋        印 

 

 

利用者（契約者） 

   住所： 

 

   氏名：               

 

契約者代理人（身元引受人・残置物引取人） 

   住所：  

 

   氏名：               

            （続柄：     ） 

 

連帯保証人（契約者代理人と世帯が別の方） 

   住所：  

 

   氏名：               

            （続柄：     ） 

電話番号： 


